
 
 

 

 

 

令和３年度消費生活ｅモニター 
 

 第８回アンケート集計 

 

１ 調査趣旨 

  令和３年度から約 3 年間消費生活ｅモニターとして活動いただき、消費生活などに

対する意識の変化についてアンケートで調査し、今後の行政の参考資料とさせていた

だきます。 

 

 

２ 調査事項 

「消費生活及び消費生活ｅモニター活動に関することについて」 

 

 

３ 調査対象 令和３年度消費生活ｅモニター １５名 

（回答者数１２名・回収率８０％） 

 

 

４ 調査方法 市ホームページの回答フォームによる 

 
●集計結果について、四捨五入の結果や複数回答 

の集計によるため、合計が 100%とならない 

場合があります。 

●調査結果中の「回答者数」は「調査対象者」 

から「未提出者」を除いた数としました。 

●自由回答、その他意見は一部抜粋。 
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消 費 生 活 及 び 消 費 生 活 ｅ モ ニ タ ー の 活 動 に 関 す る こ と に つ い て  

 
設問１ あなたやあなたの家族が消費生活トラブルにあってしまったら、どうされますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問２ 設問１について、消費生活トラブルにあった際の行動としてこの１年で変化はありましたか。 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変化があった

33%

変化はなかった

67%

58%

17%

0%

8%

8%

8%

0%
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①消費者行政センターなどの公的な窓口へ相談する

②警察へ相談する

③友人・家族に相談する

④自分たちで業者と交渉する

⑤泣き寝入りするかもしれない

⑥そのときになってみないとわからない

⑦その他
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設問３ 消費者行政センターに相談するとしたら、どの方法を選びますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問４ 消費生活トラブルを減少させるために重要なことは何だと思いますか？該当するものをお選び

ください（複数回答可）。 
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設問５ 消費生活トラブルの被害に遭わないための心得を周知する啓発活動として、どの方法が効果的

だと思いますか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問６ 「消費者志向経営」という言葉を知っていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①聞いたことがあり、
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設問７ 事業者（企業）の消費者に対する以下の取組のうち、事業者に積極的に取り組んでほしいと 

思うものはどれですか。（3つまで回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①安全性の高い商品・サービスの提供

5% ②環境に配慮した商品・

サービスの提供

5%

③修理などアフター

サービスの充実

9%

④商品・サービスによる事故や

トラブル発生時の対応

24%

⑤従業者に対する消費者教育

9%

⑥消費者の志向や意見を

参考にした商品の開発

24%

⑦リコールや事故の

情報の明示

5%

⑧法令や条例を守ったうえでの

企業経営

19%

⑨個人情報の遵守

0%

⑩その他

0%
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設問８ 消費者生活eモニターの活動を通じて取得した知識と経験を踏まえ、消費生活に関するトラブル

にあわないために、どのようなことに気を付けていますか？該当するものをすべてお選びくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60%

47%

33%

47%

20%

27%

33%

33%

20%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

① 勧誘を受けたとき、きっぱりと断っている

②うまい話には特に注意している

③ 高額な商品などは、その場で

契約しないで 家族等に相談する

④契約の内容をよく確認し自分に必要か

検討する

⑤ 口約束した内容は、必ず書面に

記載する

⑥前払いの契約は、できるだけ

しないようにしている

⑦クレジット等の契約は、支払総額などを

確認する

⑧ 新聞やニュースなどからトラブルの

情報収集する

⑨ 川崎市消費者行政センターの

メールマガジンで 情報収集する

⑩その他



6 

 

設問９ 消費生活ｅモニターの活動を通じてどのような心境の変化がありましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問１０ 消費生活ｅモニターの活動はあなたにとってどのようなものでしたか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①有意義である

83%

②有意義ではない

0%

③どちらでもない

17%

① 消費生活トラブルに詳しくな

り、関心が深くなった

42%

② 周りの人にも情報を

伝えるようになった

17%

③ 何も変わっていない

（元々関心があった）

33%

④ 関心がなくなった

8%
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設問１１「有意義であると」と回答した方にお伺います。有意義だと思う理由は何ですか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問１２「有意義ではない」と回答した方にお伺いします。 

 

     ・有意義ではないと回答した方は、いらっしゃいませんでした。 
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①消費生活について考えるきっかけになった

②消費者行政への関心が深くなった

③情報を得ることでトラブルの防止に役立った

④周囲や地域へ情報を伝えようと思うようになった

④その他
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設問１３ 約 3 年間消費生活ｅモニターの活動を通じて感じたことを自由にご記入ください。 

                                      （一部抜粋） 

・情報を増やしても結局は泣き寝入りすることになる人がほとんどだと思う。 

・本モニターは、日々当たり前に過ごしていても様々なリスクがあることを認識する上で大事なきっか 

けになりました。意識をしなければ、警戒心が欠落してしまうのは、自然のことであると考えると、目 

に見える効果が出づらいにしても広報などリスクや対策を発信し続けることには大きな意味があるの 

だと感じます。とても貴重な経験をさせて頂きましたこと感謝申し上げます。 

・それなりに有意義ではあった。 

モニターに応募する方は、元々消費者問題に関心があり、消費者被害には遭いにくいと思うため、被害 

者を減らすためには、被害に遭いやすい消費者に対してのアプローチ方法を検討する必要があるので 

はないかと感じた。 

・定年退職をしてから、何か社会と繋がりがほしいと思って参加しました。日中、家の固定電話にかかっ 

てくる不信な電話が多いこと、ゴルフ場・不用品の売買・投資・還付金詐欺・近々ではオレオレ詐欺が 

ついにきました。はっきり断る、契約はしません、は何度もセミナーで勉強してきました。注意喚起 

のニュースが流れると、さらに新手の手口が次々と現れて、いたちごっこの繰り返しです。年齢ととも 

に注意欠如になるので啓発活動が必要です。 

・アンケートで取り上げられる話題の中には新たに聞いたワード、十分理解できていないワードもあり、 

その都度インターネットなどで調べるなど、良い学習機会になった。消費者側の意識改善の目的でも、 

この消費生活 e モニターの制度は有効だったと感じている。今後も継続できるのであれば、参加継続 

して情報収集、学習の機会としても活用していきたい。 

・自分の中でわかっていた消費者トラブルに対する対応が、不完全であった事がわかった。 

・知らないことが沢山あるなあと思いました。勉強になりました。 

・これまでは価格重視でモノを購入・消費しておりました。 このモニターをきっかけに 消費のその先も考え 

るようになりました。 また、エシカルという言葉を初めて知りました。 言葉を知ることで、アンテナが立 

ち、 エシカルな情報が入ってくるようになりました。 まずは知ること、聞いたことがあると思うことって 

とても重要だと思いました。 

・消費生活サポーターに登録するきっかけを与えて頂き、感謝しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


